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Abstract
Duetoworkstylereformsinschools,schoolsportsclubactivities,whichistheprimaryfactorin

teachers'longworkinghours,mustchange.Thereisaneedtoshifttoregionalsportsclubsatthesame
timeasreducingschoolsportsclubactivitytime,buttherearemanyareaswhereregionalsportsclubs
donotexist,andlittleprogresshasbeenmade.Therefore,inthisstudy,weactuallyestablishedandcol-
laboratedwithbasketballclubstopromotetheestablishmentofregionalsportsclubsincollaboration
withschoolsportsclubactivities,andinvestigatedwhatkindofresultsandissueswouldbeobtained.
Whentherewasnoregionalsportsclub,Iheardmanynegativeopinionsabouttheschoolsportsclub

activitiesofathletesandparents,butaftertheestablishment,thereweremanypositiveopinionsabout
both.
Itwasalsofoundthatwhenestablishingthefacility,activitiestargetingawiderrangeofages,fromin-

fantstohighschoolstudents,aswellasjuniorhighschoolstudentsarerequired.
However,asaconcernforschoolstaff,therewasastrongconcernthatschoolsportsclubactivityin-

structorswhoconcurrentlysupportclubactivitiesandregionalsportsclubscouldleadtolong-termac-
tivitiesandexcessiveguidance.Itturnsoutthatweneedtokeepthesepointsinmind.
Itisalsopossibletocollaboratewithuniversitysportsclub.Iwouldliketomakeitafutureresearch

topic.

要旨
学校における働き方改革により、教員の長時間労働の一番の要因となっている部活動は変わって
いかなくてはならない。部活動時間削減と同時に地域スポーツクラブへの移行が求められている
が、地域スポーツクラブが存在しない地域も多く、ほとんど進んでいない。そのためこの研究では、
部活動と連携した地域スポーツクラブの設立が促進されるよう、実際にバスケットボールクラブを
設立・連携し、どのような成果や課題が出るのか調査した。
地域スポーツクラブがない時は、選手や保護者の部活動に対する否定的な意見を多く聞いていた
が、設立後はどちらへも肯定的な意見が多くなった。また設立する際には中学生だけでなく、幼児
から高校生といった、より幅広い年齢を対象とした活動が求められることもわかった。
ただ学校関係者が抱える懸念としては、部活動指導員が部活動と地域スポーツクラブを兼務する
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と、長時間活動や行き過ぎた指導につながる懸念を強く抱いていた。そこも念頭に置く必要がある
ことがわかった。
また大学の部活動と連携していくことも考えられるため、それは今後の研究課題としたい。

Ⅰ．初めに
2019年６月19日に発表された「OECD国際

教員指導環境調査（TALIS）2018調査結果」１）

によると、前回2013年調査と同様に、日本の教
員の仕事時間は参加国中で最も長く、中学校の
課外活動（スポーツ・文化活動）の指導時間が
特に長いという結果が出た。そのため、中学校
の部活動についてこれまでの在り方から変えて
いく必要がある。スポーツ庁より「運動部活動
の在り方に関する総合的なガイドライン」２）も
策定されてはいるが、うまく機能していないと
いう現状が浮き彫りとなった。
中学校指導要領３）においても「その際，学校
や地域の実態に応じ，地域の人々の協力，社会
教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との
連携などの運営上の工夫を行い，持続可能な運
営体制が整えられるようにするものとする。」と
あるものの、地域スポーツクラブと連携した活
動はなかなか進んでいない。
そこで、筆者が部活動指導員として配属され
ていた公立のＡ中学校男子バスケットボール部
（この学校では同好会としているが、部活動と
同じであるため部と表記する）の部活動指導を
行いながら、部活動と連携する地域スポーツク
ラブであるバスケットボールクラブ「Ｂバスケ
ットボールクラブ」を設立し、部活動指導員と
その団体のコーチを兼務して指導を行うこと
で、部活動を地域に移行するにあたり、何が求
められ、どのような問題や課題があるのか調査
することとした。

Ⅱ．Ａ中学校男子バスケットボール部に関わる
状況

１．Ａ中学校男子バスケットボール部に部活動
指導員が入るに至った背景
筆者が指導に携わるようになった経緯は、そ
れまでいたバスケットボールの専門の顧問が別
の学校に移動することになりそこに教員歴２年

目の若手教員が顧問となったが、別種目（格闘
技系）の個人競技では素晴らしい実績と情熱や
向上心があったものの、バスケットボールに関
しては素人であったためである。また前顧問の
時に部内で大きなトラブルが発生し、多くの下
級生部員が辞める事態となっており、解決して
はいたもののチーム全体でわだかまりを抱えた
ままに顧問を引き継いだこともあり、とても難
しく厳しい状況であったことも理由となってい
る。そこで部員たちへの指導の充実と部内の調
和を図るため、また校長としては顧問の負担を
減らすため、県リーダーバンクに登録してあっ
た筆者に話が来た。若手顧問との話し合いの
末、格闘技出身の顧問がフロアを使用できない
ときのトレーニングを担当し、専門家である筆
者がバスケットボールの技術や戦術的指導を担
当するよう分担し、協力して指導を行うことに
した。
筆者の指導者資格は、日本スポーツ協会（旧
日本体育協会）バスケットボール指導員、ＪＢ
Ａ協会公認Ｃ級コーチ、中学校教諭専修免許状
保健体育、高等学校教諭専修免許状保健体育、
小学校教諭専修免許状などを取得している。ま
た指導経歴は小学生のスポーツ少年団のコーチ、
中学生や大学生の部活動監督兼コーチであり、
戦績は小学生の指導では全国準優勝し、大学生
の指導でもインカレに出場した。中学生におい
ても公立校最高位となる県ベスト４であった。

２．Ａ中学校の男子バスケットボール部の活動
実態
この中学校では、全ての部活動は月曜日が一
斉に休みであり、火曜日から日曜日にかけて活
動していた。体育館を使用する部活動は男子バ
スケットボール部・女子バスケットボール部・
男女バドミントン部（男女一緒に活動）・女子バ
レーボール部である。バスケットボールコート
が２面取れるフロアの大きさであるが、男女バ
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ドミントン部は人数が多いため毎日１面を使用
し、残りの１面を残りの３部で交代して使用し
ていた。しかし女子バレーボール部が使用する
際は競技の性質上１面を使用しなければならな
かった。そのため男女バスケットボール部は合
わせて１面、つまり半面（バスケットボールコ

ートでいうハーフコート）ずつ使用することし
かできなかった。女子バレーボール部と男女バ
スケットボール部は一日ごと交互に使用してい
る状況であり、火曜日と木曜日、水曜日と金曜
日を隔週で交代しながら使用していた。（図１
「平日の体育館の使用状況」参照）

ステージ

火・水・木・金
男女バドミントン部

火・木
男女バスケットボール部

水・金
女子バレーボール部
※隔週で交代

入

口

＜図１「平日の体育館の使用状況」＞

また体育館を使用できない日は、外コートが
なかったため、外周やトレーニングを行うしか
なかった。そのため平日については体育館内外
において、試合の広さを使用することができ
ず、満足な活動できる日がないという状況だっ
た。土日については当初、時間を気にせずに試
合用の広さで活動ができたが、「運動部活動の
在り方に関する総合的なガイドライン」に合わ
せて、市の試験校２校に選出され、先駆け的に
土日の活動はどちらか一日だけに限ることにな
り、追い打ちをかけるように指導ができなくな
っていった。
活動時間は季節によって変わり、終了時間は
日没の時間に合わせて市内で統一されていた。
夏の遅い時で17：45に活動終了18：00完全下
校、冬の早い時で16：30活動終了16：45完全
下校となっていた。そのため冬は授業が終わっ
て集まると10分くらいしか活動できないことが
ある状況だった。簡潔にまとめると以下となる。

①平日、体育館一面を使用できる日がない

②外コートが無い
③平日の体育館の使用時間が隔週で変わるた
め、仕事を合わせることが難しい
④冬場の活動時間がほとんど無い
⑤土日の活動状況について大幅な制限がかか
った
⑥テスト期間、面談、学校行事などで部活動
ができないことが多い

そのため平日は隔週１日、土日のどちらかで
１日しか練習に参加することができず、また参
加できても活動時間がとても少ないという状況
であったため、指導がままならなかった。これ
らの課題は体育館で行われている部活動なら、
どこの学校でも多かれ少なかれ抱えている課題
である。そのため強いと言われる部活動は小学
生のチームがある部活動か、正規の時間以外で
活動している部活動であり、現在の部活動の仕
組みや時間内で部員を育成していくことはとて
も困難である状況であると言えるだろう。
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３．地域スポーツクラブ「Ｂバスケットボール
クラブ」を設立するに至った理由
選手からの要望もあり、そして顧問と相談
し、保護者の協力を得て、スポーツ庁で掲げて
いる部活動と連携した地域スポーツクラブ「Ｂ
バスケットボールクラブ」を設立することにし
た。その際にはスポーツ庁及び市の教育局学校
教育部にアドバイスを求め、校長の指導の下
に、下記の事項を遵守して行うこととした。ク
ラブチームとはＢバスケットボールクラブのこ
とである。

①クラブチームの練習は週１回３時間以内と
すること
②クラブチームの参加生徒と不参加生徒の格
差が生じないよう、学校での練習は全員統一
した練習内容を行うとともに、日常の部活動
においても差別が生じないよう留意する。
③クラブチームの参加対象者は、Ａ中学校男
子バスケットボール部生徒のみとせず、他
校生や小学生にも広く門戸を開くととも
に、そのことを継続的に広報する。
④クラブチームの活動には、本校の校長及び男
子バスケットボール部の顧問は関わらない。
⑤クラブチームの活動にあたり、部の備品・
消耗品は使用しない。

そして活動し始めて半年後に地域スポーツク
ラブに来ている選手たちに、これまでの部活動
とクラブの活動について調査した。

４．地域スポーツクラブの活動状況
2017年２月に試験的に活動を行い、同年４月
から継続的かつ本格的に活動を行った。最初１
月の段階では中学２年生２人、中学１年生12
人、小学３年生１人、全15人でスタートした
が、次年度になり学年が上がると、新入生が多
く入団を希望し、中学新１年生14人、転入生の
中学新３年生１人、小学６年生２人が入り、30
人を超える大所帯となった。入団に関しては強
制ではないことを伝え、校長からの指導があっ
た通り、入団しないことで同じ上手さなのに試

合に出られなくなるようなことはないことも伝
えた。そして実際に部活動には参加している
が、こちらの地域スポーツクラブに参加してい
ない生徒も３人いた。また高校生（卒業生及
びその友人）毎回ではないものの参加し、一緒
に活動した。週１回平日18：30～21：00に活
動した。夏場、帰宅時間が遅い時は19：00～
21：00に行った。平日に行うことができない時
には振替として土曜日または日曜日に行った。

大まかな時系列
・2017年２月初めての活動を行う
・2017年４月から継続活動を行う
・2018年11月アンケート調査を行う

Ⅲ．調査方法
地域スポーツクラブの本格的な活動を半年行
った時点の2018年11月に、その選手及び保護
者を対象にアンケート（巻末参照）を行った。ア
ンケートは無記名とし、研究倫理に十分に配慮
することを説明して行った。
回答者は、当日練習に参加した中学１～２年
生の選手18人と中学生の保護者４人とした。
中学３年生は部活動を引退し、受験勉強のため
不参加であった。小学生は中学校の部活動との
比較ができないため対象外とした。不参加の
11人は偶然休みだった。
質問項目は、部活動及び地域スポーツクラブ
のそれぞれの
茨「活動日数」について「多い・ちょうどい
い・少ない」の３つから１つを選択した。

芋「やりがい」について「とても感じる・感
じる・どちらでもない・感じない・全然感
じない」の５つから１つを選択した。

鰯「求めること」については記述することと
した。

允「地域スポーツクラブを設立して良かった
か」ついて「良かった・どちらでもない・
良くなかった」の３つから１つを選択する
ようにした。
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Ⅳ．調査結果
アンケートの結果は以下のようになった。

表１「活動日数について」
少ないちょうどいい多い
33.3％ （6）66.7％（12）0.0％（0）選 手

部活動 50.0％ （2）50.0％ （2）0.0％（0）保 護 者
36.4％ （8）63.6％（14）0.0％（0）総 計
61.1％（11）38.9％ （7）0.0％（0）選 手

地域スポーツ
クラブ 50.0％ （2）50.0％ （2）0.0％（0）保 護 者

59.1％（13）40.9％ （9）0.0％（0）総 計
※選手18人、保護者４人、総計22人、（ ）は回答した人数

全然
感じない感じないどちらでも

ない感じるとても
感じる

0.0％ （0）5.6％ （1）0.0％ （0）44.4％ （8）50.0％ （9）選 手
部活動 0.0％ （0）0.0％ （0）0.0％ （0）100.0％ （4）0.0％ （0）保 護 者

0.0％ （0）4.5％ （1）0.0％ （0）54.5％（12）40.9％ （9）総 計
0.0％ （0）0.0％ （0）0.0％ （0）44.4％ （8）55.6％（10）選 手

地域スポーツ
クラブ 0.0％ （0）0.0％ （0）0.0％ （0）50.0％ （2）50.0％ （2）保 護 者

0.0％ （0）0.0％ （0）0.0％ （0）45.5％（10）54.5％（12）総計

表２「やりがいについて」

※選手18人、保護者４人、総計22人、（ ）は回答した人数

表３「求めること（自由記述）」
記述があった個数

８挨拶・礼儀・マナー・上下関係

選手

部活動

５協力・チームワーク
５勝利・厳しさ
３体育館の使用を増やしたい
１個人技術の向上
１仲間と楽しむ
３規律・上下関係・他者との共存

保護者
２基礎練習・初心者向き体力づくり
１チームプレー
１真剣さ
１達成感
６上達・個人技術の向上

選手

地域スポーツ
クラブ

４部活でできないことができる
３協力・絆
３体育館を使用できる
１週２回はほしい
３部活でできない技術面

保護者 １体育館を使った練習
１好きなことに思い切り打ち込む
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Ⅴ．考察
１．選手・保護者の視点からみた考察
部活動の活動日について、「ちょうどいい」と
感じている選手が全体の３分の２おり、一方で
地域スポーツクラブの活動については週１回の
活動では「少ない」と思っている選手が６割を
超え、全体として地域スポーツクラブのより多
い活動を求めている選手が多かった。
やりがいについては、部活動・地域スポーツ
クラブともに「（やりがいを）感じる」とほとん
ど全員が回答し、地域スポーツクラブを設立し
て「良かった」と全員が回答している。
当初、部活動だけで活動していた際には、専
門的な指導がなされなかったことや活動時間が
満足に取れないことといった部活動に対する不
満が選手からも保護者からも数多く耳に入って
きていたが、地域スポーツクラブができること
で教育的な意味を持つ部活動と専門指導を受け
る地域スポーツクラブとに区別されたという理
解が自然となされた様子が見られた。具体的な
記述からは、部活動では団体で活動していく際
に必要な礼儀・マナー・上下関係・協力といっ
た団体行動での活動方法が求められていること
に対して、地域スポーツクラブではそれらに加
えて技術面などといった部活動でできないこと
を欲しており、そしてそれらの指導を受けてい
る実感がしっかりとできていることがわかっ
た。
指導者側としては、それまでは平日にほぼ参
加することができなかった部活動に、確実に１
日は地域スポーツクラブの活動として指導でき
るため、それだけでも以前に比べて技能や技術
そして戦術等が定着したと感じた。この中学校
区は男子のミニバスのチームがなく、過去20年
において、この男子バスケットボール部は１度

しか市大会を突破したことがない男子バスケッ
トボール不毛の地あったが、この年は区大会で
３位に入ったり、市大会準優勝・県大会５位に
なったチームを倒したりしていることからも、
指導が定着してきていることが裏付けられた。
以上の理由により部活動と連携した地域スポ
ーツクラブの活動は、部活動にとってもそして
地域スポーツクラブにとっても、また選手・保
護者にとっても部活動指導員にとっても良い方
向に進んでいく可能性が高いことがわかった。
そのためスポーツ庁が打ち出している「部活動
と地域のスポーツクラブとの連携」という方向
性を強く打ち出していくことが望ましいことが
分かった。

２．部活動指導員の視点からみた課題と展望
学校における働き方改革により、部活動の時
間数を削減していくことは、もはや必然のこと
となっている。ただ、学校における働き方改革
は「学校における働き方改革に係る緊急提言」
４）により、教員が「教育の質を高められる環境
を構築する」ために即急に進められるべきであ
るが、部活動については時間を削減するだけで
は、部活動教育の質を高めることに至ることは
ない。そのため部活動の時間削減を進めると同
時に、地域スポーツクラブの設立及び連携も早
急に進めていくことが求められるが、今回設
立・運営してみて課題も見つかった。その課題
は以下の３つである。

①部活動指導員による設立が難しいこと
②部活動指導員による行き過ぎた指導や長時
間の活動につながる懸念があること
③部活動指導員の確保が難しいこと

表４「地域スポーツクラブの設立について」
良くなかったどちらともいえない良かった

0.0％ （0）0.0％ （0）100.0％（18）選 手
0.0％ （0）0.0％ （0）100.0％ （4）保 護 者
0.0％ （0）0.0％ （0）100.0％（22）総 計

※選手18人、保護者４人、総計22人、（ ）は回答した人数
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この市では以前に、他校の他競技で、学校外
の練習場に基盤を置いて活動している団体によ
り日常的に外部指導者（部活動指導員としての
資格を所持していたかわからないため部活動指
導員ではなく外部指導者とする）による体罰が
行われていたことが問題となったことがあっ
た。そのようなことが繰り返されることがない
よう、校長と半年以上に渡り話し合い、またス
ポーツ庁の担当者や市教育局学校教育部の担当
者に何度もアドバイスをいただき、Ⅱ－２で取
り決めた５つの事項を遵守することで地域スポ
ーツクラブを設立した経緯があり、とても労力
と時間がかかった。確かにそのような行き過ぎ
た指導や長時間の活動は排除されるべきであ
る。しかし地域スポーツクラブがいくつかでき
てくると、そのような指導をしている地域スポ
ーツクラブは選手が集まらなくなり立ち行かな
くなるため自然と解決されることが考えられ
る。そのため設立しにくくするのではなく、設
立しやすくしていくことの方が大切であると考
えられる。スポーツ庁により、より具体的な文
言で学校現場や地域社会に下していくことが必
要だとわかった。学校現場に下していくことは
紛れもなく大切なことであるが、地域社会にも
下していくことが必要な理由としては、部活動
指導員の確保の問題にもつながるからである。
地域社会において部活動指導を行いたい人はお
り、ある程度時間の都合がつく人もいる。それ
は「自分の子どもがいる間だけは指導のお手伝
いをする」という人が一定数いることからもわ
かる。しかしその人たちが部活動指導員として
定着しない理由として、ボランティア精神に依
頼してしまっていることであろう。そこが解決
できれば部活動指導員の確保ができていくと考
えられる。
そこで今後の展望として、その解決策を２つ
考察してみた。
１つ目は、幼児から高校生までを対象とした
地域スポーツクラブの設立を考えると良い可能
性がある。今回のＢバスケットボールクラブで
は、入団していた選手は中学生と近隣のミニバ
スに入っている小学校高学年とある程度限定し

たものだった。それは中学生の部活動と連携す
るという意向と、小さいコート１面しか会場を
とることができなかったためである。しかし卒
業生や近隣の高校生が何度も参加し、練習相手
となってくれていた。その高校生は、高校でも
続けているがまだ下級生であるため試合に出ら
れず練習をがんばりたい人、高校３年生で部活
動を引退した人、中学時代はバスケットボール
部に入っていたが高校では辞めてしまった人、
など様々であり、高校生にもニーズがあること
がわかった。また女子中学生も入りたいという
要望があった。そして初心者の小学生も入りた
いという要望もあった。それ以外にも入部して
いる選手の小学校低学年や保育園の弟妹も送り
迎えで再三に渡り顔を出しており、練習前後の
コートが空いている時間に遊んでいる姿が見ら
れた。様々な時間帯の活動が可能となれば、そ
れらの子どもたちを対象に活動できる可能性が
大いに見られた。そうすればボランティア程度
の金額ではなく対価に見合った報酬とすること
ができる。今回は、部活動指導員である筆者は
指導料等をいただかず、保護者が月500円で備
品を揃えるための費用を回収・管理していただ
いた。従来の部活動指導員が自ら地域スポーツ
クラブを立ち上げて月謝をいただくのは、本人
も保護者も抵抗があると考えられる。そのため
自治体で相談窓口などを設け、主導したり、設
立の手助けをしたりしていき、ボランティア精
神に頼らない持続可能な地域スポーツクラブを
設立していく必要があるのではないだろうか。
２つ目は、大学（特に教員養成課程や教職資
格を取得できる大学）の部活動などと連携する
ことである。大学生にとっては指導体験の場と
して、中学生にとってはより高いレベルで練習
を積む場として双方にとって利益が出る可能性
がある。そのためこの点については今後の研究
課題としていきたい。
部活動と連携した地域スポーツクラブが求め
られているがなかなか進んでいない。このまま
ではまた上手くいかずに、地域スポーツクラブ
への移行は途切れてしまいそうである。そうな
らないような行政の仕掛けが大切だと感じた。
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現在は部活動の時間削減だけが進んでいる状況
で、部活動をがんばりたい子どもたちは行き場
をなくしている。早急な対応をしていく必要が
求められている。

Ⅵ．最後に
地域スポーツクラブを設立するにあたり校長
との面談に何度も足を運び協力していただいた
Ｂバスケットボールクラブの４人の保護者の
方、そして地域スポーツクラブで共に活動して
いただいた選手及び保護者の方、学校男子バス
ケットボール部顧問をはじめ校長及び学校関係
者の方、またアドバイスいただいたスポーツ庁
の担当者及び市教育局学校教育部の方に深く御
礼申し上げます。
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